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令和８年度 
 

秋田市河辺地域地籍調査事業業務委託仕様書 
 

秋田市財政部地籍調査室 
 
 

第１章 総 則 
 
（目的） 
第１条 本仕様書は、秋田市（以下「甲」という。）が国土調査法（昭和２６年 
法律第１８０号。以下「法」という。）に基づき実施する令和８年度地籍調査

事業に伴う地籍調査の各工程作業を本業務受託者（以下「乙」という。）が円

滑に実施する上で必要な事項を定めるものである。 
 

（適用範囲） 
第２条 本仕様書は、甲の委託する地籍調査事業の地籍測量、地積測定、地籍図 
原図作成、筆界点番号図原図作成、地籍図一覧図作成、地籍図複図作成に適用 
するものとする。 

 
（準拠する法令等） 
第３条 本業務の実施にあたっては、本仕様書のほか業務委託契約書および国土 
調査関係法令によるものの他は、地籍測量および地積測定における記録および

成果の記載例等に定めるところによるものとする。 
 
（実施計画書等の届出） 
第４条 乙は業務実施に先立ち、契約締結後１０日以内に次の各号の書類を作成 
し甲に届け出て、承認を得るものとする。これを変更しようとする時も同様と

する。 
(1) 業務実施計画書 
(2) その他甲の指示する書類 

 
（主任技術者等） 
第５条 乙において選任する主任技術者は、測量士の資格を有すること。その品 
質および各工程を適切に管理するために地籍調査の各工程について精通し、実

務経験を有する者とする。 
２ 乙において選任する現場代理人は、測量士又は測量士補の資格および実務

経験を有する者とする。 
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３ 乙は、測量作業に従事する際は、測量士の資格を有する者を、常時現場に１

名以上配置すること。 
４ 乙は、委託業務期間中は常に甲の指示に迅速に対応できる体制をとること。 
５ 乙は、各資格により登録された登録番号を書面により通知し、資格証の複写、

および雇用関係を証明できるものを添付して書面により通知しなければなら

ない。また、これらのものを変更したときも同様とする。 
 
（関係官公署との調整） 
第６条 乙は、本業務を遂行するにあたり、関係官公署との調整が必要な場合は、 
甲と共に対応すること。 

 
（資料の貸与および返却） 
第７条 乙は、貸与品および支給品について、その受払い状況を記録した帳簿を 
備え、常にその管理状況を明らかにしておかなければならない。なお、盗難、

破損等を生じたときは、監督員の承認する代品を納入するものとする。 
２ 支給品の残余は監督員に報告し、その指示に従い所定の場所へ返却するも

のとする。 
３ 乙は、業務上収集した情報・資料等を、委託業務履行後速やかに甲に返却又

は廃棄しなければならない。 
 
（報告） 
第８条 乙は、甲に対して随時進捗状況を報告するとともに、甲の指示があった 
場合においては書面で報告しなければならない。 

 
（守秘義務） 
第９条 乙は、業務の遂行上で知り得た個人情報および全ての事項について、本 
契約期間ならびに契約終了後も第三者に提供、漏洩してはならない。 

２ 乙は、本業務の遂行上で知り得た個人情報の取扱いについて、秋田市個人情

報保護条例によるものとし、別記「個人情報取扱特記事項」に定める事項を遵

守するとともに、情報の保護に万全を期すこと。 
３ 乙は、業務上収集した情報を甲の許可なく複写および加工、外部への持ち出

しならびに第三者への供与等、目的以外使用してはならない。 
 
（身分証明書および土地の立入り） 
第10条 乙は、本業務の実施にあたり、甲が貸与する国土調査法第２４条第３項

の規定に基づく身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があればこれを呈示

すること。 

２ 乙は、調査のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所有者

又は占有者にその旨を通知すること。 
３ 乙は、業務終了後、速やかに貸与した身分証明書を甲に返却すること。 
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（安全の確保） 
第11条 乙は、本業務の実施にあたり、次の各項により地元関係者との無益な摩

擦や紛争を起こさないよう作業しなければならない。 

２ 交通および保安に関係のある作業については、あらかじめ所管官公庁と打

ち合わせの上、実施すること。 
３ 本業務従事者は常に言動には十分注意すること。 
４ 本業務中事故が生じた場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原

因、経過および事故による被害の内容について速やかに甲に報告し、損害賠償

等の責任は乙が負うものとする。 
 
（再委託等の禁止） 
第12条 乙は、この契約の履行にあたり、業務の全部又は大部分を一括して第三

者に委託し、又は請け負わせてはならない。 
２ 乙は、この契約の履行の一部について、第三者に委託し、又は請け負わせる

ときは、甲の承諾を得なければならない。 
 
（成果品の検査） 
第13条 乙は、本業務の成果品の検査については主任技術者立会いの上、甲の指

示により工程毎又は業務完了後、甲の検査を受けること。 
２ 乙は、甲から本仕様書に適合しないものとして修正の指示があった場合は、

速やかに修正し、再検査を受けること。 
 
（成果品の帰属） 
第14条 本業務により作成される成果品はすべて甲に帰属するものとし、乙は

甲の承諾を受けないで他に公表、貸与してはならない。 
 
（成果品のかし） 
第15条 本業務の完了後、乙の過失又は粗漏による不良箇所が発見された場合

は、甲が必要と認める修正、補正およびその他必要な作業を乙の負担で行うも

のとする。 
 
（業務の完了） 
第16条 乙は、甲に工程検査済みも含めた全ての成果品に業務完了報告書等を

添えて提出し、検査に合格した時をもって完了とする。なお、完了後において

訂正事項等が生じた場合は、乙の責任において訂正しなければならない。 
 
（事故発生時における報告） 
第17条 乙は、契約事項および本仕様書等に違反する事態が生じ、又は生ずる恐

れがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとす

る。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
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（事故の公表） 
第18条 乙が、この契約事項に違反したことにより、事件又は事故が発生した場

合には、甲は当該事故等の公表を行うことができる。 
 
（疑義） 
第19条 本業務の実施に当たり、本仕様書に定めない事項又は疑義が生じた事

項については、甲乙協議によりこれを決定し、乙はその指示に従うものとする。 
 
 

第２章 使用機器および機器の検定 
 
（使用機器） 
第20条 本業務に使用する機械および器材は、準則および運用基準に規定され

た能力又は規格を有するものとする。 
 
（機器の検定） 
第21条 この作業において使用する機器は、作業着手前に必ず検定を行わなけ

ればならない。検定の実施は、乙又は検定機関によるものとし、乙による場合

は地籍図等はプロッタのプロット範囲、格差、制御の証明書、地積測定は検定

に伴う地積計算証明書、地籍測量は検定に伴う観測手簿等、検定機関による場

合は検定証明書の写しを提出するものとする。 
 
 

第３章 作業の留意点 
 
（地籍図原図等作成・地積測定） 
第22条 本業務の地籍図原図等作成・地積測定は世界測地系とし、測地成果 
２０２４に適合するものとする。 

 
（地籍図原図作成・地籍図複図作成） 
第23条 本業務の地籍図原図作成・地籍図複図作成は、静電写真法および自動製

図機によるものとし、材質はポリエステルフィルム♯５００以上、寸法は日本

工業規格Ａ３版とするものとする。 
 

（図根点等の選定） 

第24条 地籍図根三角点および多角路線の選定については、準則および運用基

準に基づき行うものとする。作業実施に先立ち計画網図を作成し、甲ならびに

秋田県国土調査担当者の承認を受けなければならない。 
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（標識の規格） 

第25条 地籍測量の次に使用する標識の規格は地籍調査作業規程準則運用基準

（平成１４年３月１４日国土国第５９０号国土交通省土地・水資源局長通知

（以下「運用基準」という。））によるものとする。 
(1) 地籍図根三角点 

２ 細部図根測量に使用する標識は次の規格による。 
(1) 細部図根点 プラ杭 ７㎝×７㎝×６０㎝又はこれと同等以上の強度を

有するものとする。 
 
（既存成果の活用） 
第26条 本業務にあたり、法の認可又は指定を受けた事業等との接合部につい

て、その成果を活用するものとする。なお、その成果について活用し難い場合

には関係団体と連絡を密にし、調整を図り既存成果の活用に努めるものとす

る。 
 
 

第４章 業務の概要 
 
（調査区域および作業工程種別） 
第27条 本業務における調査区域および作業工程種別は、次のとおりとする。 
(1) 河辺第１計画区（河辺神内字四国の一部） 

調査面積 ０．０２ｋ㎡ 
作業工程 ＦⅡ－２・Ｇ・Ｈ（複図作成等） 

(2) 河辺第２計画区（河辺神内字四国の一部） 
調査面積 ０．０２ｋ㎡ 
作業工程 Ｃ・ＦⅠ・ＦⅡ－１ 

 
（業務内容および工程管理・検査要目） 
第28条 本業務における作業内容および工程管理・検査要目は、次のとおりとす

る。 
(1) Ｃ工程（地籍図根三角測量） 
工程小分類 作業内容等 工程管理及び検査の要目 
Ｃ１ 作業の準備 ・作業体制及び作業工程の適切性 
Ｃ２ 選点 ・網構成の適切性 
Ｃ３ 標識の設置 ・１点以上の現地立会点検 

・設置状況写真の全数点検 
Ｃ４ 観測及び測定 ・１％以上の観測簿点検 
Ｃ５ 計算 ・１％以上の計算簿点検 

・精度管理表の全数点検 
Ｃ６ 点検測量 ・実地確認 
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  ・点検測量の観測簿等の点検 
Ｃ７ 取りまとめ ・網図の全数点検 

・５％以上の成果簿点検 
Ｃ８ 実施者検査 ・精度管理表の全数検査 

・成果品の出来映え検査 
・工程管理の記録の全数検査 

Ｃ９ 認証者検査 ・精度管理表の全数検査 
・成果品の出来映え検査 
・工程管理の記録及び実施者検査の記録 
 の全数検査 

 
(2) ＦⅠ工程（細部図根測量） 
工程小分類 作業内容等 工程管理及び検査の要目 
ＦⅠ１ 作業の準備 ・作業体制及び作業工程の適切性 
ＦⅠ２ 選点及び標識の 

設置 
・選定位置等の適切性 
・５％以上の現地点検 

ＦⅠ３ 観測及び測定 ・１％以上の観測簿点検 
・放射法における距離測定観測簿の全数 
 点検 

ＦⅠ４ 計算 ・１％以上の計算簿点検 
・精度管理表の全数点検 

ＦⅠ５ 点検測量 ・実地確認 
・点検測量の観測簿等の点検 

ＦⅠ６ 取りまとめ ・配置図の全数点検 
・５％以上の成果簿の点検 

ＦⅠ７ 実施者検査 ・精度管理表の全数検査 
・成果品の出来映え検査 
・工程管理の記録の全数検査 

ＦⅠ８ 認証者検査 ・精度管理表の全数検査 
・成果品の出来映え検査 
・工程管理の記録及び実施者検査の記録 
 の全数検査 

 
(3) ＦⅡ－１工程（一筆地測量） 

工程小分類 作業内容等 工程管理及び検査の要目 
ＦⅡ－１１ 作業の準備 ・作業体制及び作業工程の適切性 
ＦⅡ－１２ 観測及び測定 ・１％以上の観測簿点検 

・放射法における距離測定観測簿の全数 
 点検 
・単点観測法における整合性の確認のた 
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   めの比較計算の全数点検(実施の場合) 

ＦⅡ－１３ 計算及び筆界点の

点検 
・精度管理表の全数点検 
・２％以上の辺長点検 
・単点観測法における整合処理の適切性 
 の点検（実施の場合） 

ＦⅡ－１４ 実施者検査 ・精度管理表の全数検査 
・２％以上の辺長検査 
・成果品の出来映え全数検査 
・工程管理の記録の全数検査 

ＦⅡ－１５ 認証者検査 ・精度管理表の全数検査 
・１％以上の辺長検査 
・成果品の出来映え全数検査 
・工程管理の記録及び実施者検査の記録 
 の全数検査 

 
(4) ＦⅡ－２工程（原図の作成） 
工程小分類 作業内容等 工程管理及び検査の要目 
ＦⅡ－２１ 作業の準備 ・作業体制及び作業工程の適切性 
ＦⅡ－２２ 地籍図原図の仮作成 ・１％以上の照合点検 
ＦⅡ－２３ 地籍図原図の作成 ・原図の仕上がりの全数点検 

・１％以上の照合点検 
ＦⅡ－２４ 実施者検査 ・成果品の出来映え全数検査 

・工程管理の記録の全数検査 
ＦⅡ－２５ 認証者検査 ・成果品の出来映え全数検査 

・工程管理の記録及び実施者検査の記録 
 の全数点検 

※ＦⅡ－２とＧ工程を併せて実施することができる。 
 
(5) Ｇ工程（地積測定） 

工程小類 作業内容等 工程管理及び検査の要目 
Ｇ１ 作業の準備 ・作業体制及び作業工程の適切性 
Ｇ２ 地積測定、計算及び 

点検 
・精度管理表の全数点検 
・０．４％以上の現地点検 

Ｇ３ 取りまとめ ・５％以上の照合点検 
Ｇ４ 実施者検査 ・１％以上の照合検査 

・精度管理表の全数検査 
・成果品の出来映え検査 
・工程管理の記録の全数検査 

Ｇ５ 認証者検査 ・精度管理表の全数検査 
・成果品の出来映え検査 
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  ・工程管理の記録及び実施者検査の記録 
 の全数点検 

※ＦⅡ－２とＧ工程を併せて実施することができる。 
 
(6) Ｈ（複図）工程（複図の作成） 
工程小分類 作業内容等 工程管理及び検査の要目 
Ｈ（複図） 作業の準備 ・作業体制及び作業工程の適切性 
Ｈ（複図） 複図の作成 ・複図の仕上がりの全数点検 
Ｈ（複図） 実施者検査 ・成果品の出来映え全数検査 
Ｈ（複図） 認証者検査 ・成果品の出来映え全数検査 

 
 

第５章 納入成果品 
 
（成果品） 
第29条 本業務において納品すべき成果品は、次に掲げる成果品とする。ただし、

その他必要に応じて甲乙協議し定めたものを成果品として提出するものとす

る。 
 

工程 計画区 記録及び成果 
１．全工程共通 第１計画区 

第２計画区 
①工程表 
②報告書 
③打合せ簿 
④その他業務遂行上必要な資料 

２．Ｃ工程 
(地籍図根三角測量) 

第２計画区 ①基準点等成果簿写 

②地籍図根三角点選点手簿 

③地籍図根三角点選点図 

④地籍図根三角測量観測計算諸簿 

⑤地籍図根三角点網図 

⑥地籍図根三角点成果簿 

⑦精度管理表 

⑧測量標の設置状況写真 

３．ＦⅠ工程 

（細部図根測量） 
第２計画区 ①細部図根点選点図 

②細部図根測量観測計算諸簿 

③細部図根点網図 

④細部図根点成果簿 

⑤精度管理表 

４．ＦⅡ－１工程 

（一筆地測量） 
第２計画区 ①一筆地測量観測計算諸簿 

②筆界点成果簿 

③精度管理表 
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  上記、成果品の記録媒体（ＣＤ）を含む 
２ 乙は、成果品とする記録媒体は、ウイルスチェックを行い納品するものとす 
る。なお、記録媒体には業務名称・作成年月日・発注者名・ウイルスに関する 
情報（ウイルス対策ソフト名／ウイルス定義年月日／チェック年月日）をラベ 
ルに表示すること。 

５．ＦⅡ－２工程 

（原図の作成） 
第１計画区 ①筆界点番号図 

②地籍図一覧図 

③仮作図（閲覧用地図） 

④地籍図原図 

６．Ｇ工程 
（地積測定） 

第１計画区 ①地積測定観測計算諸簿 

②地積測定成果簿 

③筆界点座標値等の記録媒体(ＣＤ) 

（ＳＩＭＡ及び地籍フォーマット 

２０００仕様）３枚 

④精度管理表 

７．Ｈ（複図）工程 
（複図の作成） 

第１計画区 ①地籍図複図（１部） 


